
平成３１年度 特別支援教育全体計画

新見市立新見第一中学校

学校教育目標

○教育基本法 はつらつと心豊かに ○生徒、学校、

○学校教育法 たくましく生きる力の育成 地域の実態

○学習指導要領 ○本人、保護

（特別支援） 者の願い

特別支援教育の目標

・学習面や生活面での困難を克服さ

せ、よりよく豊かな学校生活が送

れるように支援する。

・各場面での支援を通して指示され

た内容を理解し、意欲的にいきい

きと活動に取り組む態度を育てる。

重点目標

・生徒理解に努め、日々のふれあいを大切にし、個々のニーズ

を把握して、個に応じた指導・支援をしていく。

・生徒の困り感に早期に気づき、綿密な計画・支援方法の工夫

により、全職員が協力体制の下に実行・修正・再実行してい

く。

授業等 生活 校内支援体制

○各教科 ○学級づくり ○校内委員会

・各教科に必要な基礎的・ ・実態把握

基本的な事項の習得がで ○人間関係づくり ・個別の計画

きるよう支援するととも

に個々のニーズに応じた ○基本的な生活習慣の定 ○コーディネーター

指導方法の工夫をする。 着 ・担任の支援

・校内での推進

○道徳 ○部活動や学校行事への ・外部機関と連絡

・体験活動による指導を取 積極的参加を支援する

り入れながら、基本的生 ○校内研修

活習慣の徹底と社会のル ※必要に応じて個別指導、全体指 ・共通理解

ールについて学べるよう 導、Ｔ－Ｔ指導など、細かい計 ・知識を深める

配慮する。 画を立て、参加の仕方や支援の

方法を考える。 ○会議での報告・資

料の提供

〔校内委員会・校内研修〕
月 校内委員会 月 校内研修

４月 情報交換、今年度の計画 ８月 発達障害の理解と演習

７月 支援・指導計画の検討・修正

９月 情報交換、その後の様子

１１月 情報交換、その後の様子

２月 今年度の反省と来年度へ向け

ての計画



特別支援教育体制図

家庭

学年、通常学級・教科担任

・本人の様子 ・学級や授業での様子

・保護者の気づ ・教育相談

き ・アンケート（生徒・教師） 小学校

養護教諭 ・小中連絡

・健康診断 ・授業参観

・保健室の様子 ・合同研修

特別支援教育に 特別支援教育担当

関わる教育・福 ・小学校との交流

祉・医療機関 ・特別支援学校・学級と

の交流

支援を必要
とする生徒

特別な支援を必要とする 通常の支援で解決する生

生徒 徒

・学年、学級・教科担任 ・支援の実施

による計画立案 →成功の場合：支援

を継続

支援プログラムの立案

・個別の教育支援計画 特別支援教育校内委員会

・個別の指導計画 校長・教頭・教務・生徒

指導主事・学年主任・養

護教諭・特別支援学級担

任・特別支援教育コーデ

イネーター

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

支援プログラムの実施

・ケース会、指導記録用紙の活用

支援プログラムの評価

・成功の場合→支援を継続 ・失敗の場合→支援プログラムの改善



平成３１年度 特別支援教育の進め方

１ ねらい

・全職員が支援の必要な生徒について理解し、共通の理解のもとに、学校全体

で支援体制をとれるようにする。

・支援の必要な生徒について、校内委員会を中心に個別の支援計画・指導計画

（支援方法や支援体制の計画）を立て、支援していく。

２ 方法

（１）校内研修

・生徒理解会議（４月、６月、１０月、１月）

・生徒の実態把握

（２）特別支援校内委員会

・個別の教育支援計画、指導計画の作成→実施→修正→評価

・委員：校長、教頭、教務、生徒指導主事、養護教諭、特別支援担当、

特別支援コーディネーター、各学年主任（必要に応じて該当生徒の

学級担任）

（３）ケース会議（保護者を含めて）

・１０年先を見通して、早めの進路指導

・保護者の気持ちを受け止め、共に支援方法を考え、保護者への支援体制

をつくる。

（４）関係機関との連絡・調整

・特別支援コーディネーターを中心に連携をとる。

３ その他

・発達障害という言葉にとらわれず、生徒の「困り感」にたっての支援をする。

・どの生徒も安心して過ごせる学級づくりをしていく。（まず、集団から！）

・誰にでもわかる授業づくりを工夫する。

・校内研修や情報交換、授業公開などを通して全職員が理解を深め、全員で支

援できる環境づくりを進める。


